
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 25 号

平成 15 年

4 月 1 日（火曜日）

一

告
　
　
示

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び
同
協
議
会
の

規
約
の
一
部
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
　
策
　
課
）

一

○
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
東
か
が
わ
市
の
区
域
の
人
口
　
　
　
（
自
治
振
興
課
）

二

○
公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

平
成
元
年
香
川
県
告
示
第
三
百
七
号
（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
税
率
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
の
等

級
の
決
定
基
準
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
税
　
務
　
課
）

○
有
害
図
書
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

三

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

四

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定
の
通
知
（
三
件
）

（
み
ど
り
整
備
課
）

五

昭
和
三
十
二
年
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号
（
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一

項
の
畜
舎
、
家
き
ん
舎
規
制
地
域
指
定
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
（
生
活
衛
生
課
）

六

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
五
十
八
号
（
香
川
県
旅
館
業
営
業
施
設
の
措
置
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
改
正

（

〃
　
　
）

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

（
水
　
産
　
課
）

○
昭
和
五
十
年
香
川
県
告
示
第
五
百
一
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
区
域
及
び
区
分
の
決

定
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

七

○
昭
和
五
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
区
域
及

び
区
分
の
決
定
）
の
廃
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

八

○
昭
和
三
十
三
年
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
号
（
道
路
法
の
規
定
に
基
づ
く
県
道
の
路
線
認

定
）
及
び
昭
和
四
十
年
香
川
県
告
示
第
五
号
（
県
道
路
線
の
変
更
及
び
縦
覧
）
の
一
部
改

正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

九

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

公
　
　
告

○
平
成
十
五
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

一
〇

○
土
地
改
良
事
業
の
同
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

一
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

○
香
川
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

一
二

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
六
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を

設
け
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び
同
協
議
会
の
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
に
さ
い
た
ま
市
を
加
え
る
。

二
　
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

二

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
千
葉
市
」
の
下
に
「
、
さ
い
た
ま
市
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
八
十
九
号

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
大
川
郡
引
田
町
、
同
郡
白
鳥
町
及
び
同
郡
大
内
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を

も
っ
て
新
た
に
東
か
が
わ
市
を
置
く
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六

号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
東
か
が
わ
市
の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
号

香
川
県
は
、
東
か
が
わ
市
の
公
平
委
員
会
の
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

東
か
が
わ
市
と
香
川
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

（
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
）

第
一
条
　
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

東
か
が
わ
市
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会
の
事
務

を
香
川
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
経
費
）

第
二
条
　
乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
を
処
理
す

る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担
す
る
も
の

と
す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
三
条
　
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙
と
が

協
議
し
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
甲
及
び
乙
が
告
示
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
一
号

平
成
元
年
香
川
県
告
示
第
三
百
七
号
（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
税
率
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
の
等
級
の
決
定
基

準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

表
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
か
が
わ
市

市
の
名
称

三
七
、
七
六
〇
人

人
　
　
　
　
口

表
２

ゴ
ル
フ
場
の
状
況

会
　
　
員
　
　
制

ホ
　
ー
　
ル
　
数

利
　
用
　
料
　
金

区
　
　
　
　
分

会
員
制
を
と
っ
て
い
る
も
の

会
員
制
を
と
っ
て
い
な
い
も
の

27ホ
ー
ル
以
上

18ホ
ー
ル
以
上
　
27ホ
ー
ル
未
満

18ホ
ー
ル
未
満

15,500
円
以
上

13,500
円
以
上
　
15,500円

未
満

11,500
円
以
上
　
13,500円

未
満

9,500円
以
上
　
11,500円

未
満

8,500円
以
上
　
9,500円

未
満

7,500円
以
上
　
8,500円

未
満

6,500円
以
上
　
7,500円

未
満

5,500円
以
上
　
6,500円

未
満

4,500円
以
上
　
5,500円

未
満

4,500円
未
満

点
　
数

５
点

０
点

25点

20点

15点

55点

45点

40点

35点

30点

25点

20点

15点

10点

５
点



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

三

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
二
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

備
考
　
「
利
用
料
金
」
と
は
、
利
用
者
（
会
員
制
を
と
っ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
非
会
員
）
が
ゴ

ル
フ
場
の
利
用
に
つ
い
て
そ
の
対
価
又
は
負
担
と
し
て
支
払
う
料
金
（
キ
ャ
デ
ィ
ー
フ
ィ
ー
、

ロ
ッ
カ
ー
フ
ィ
ー
、
貸
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
料
そ
の
他
の
支
払
が
利
用
者
の
選
択
に
よ
る
も
の
の
う

ち
、
カ
ー
ト
フ
ィ
ー
以
外
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
い
、
平
日
の
料
金
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て

得
た
額
と
土
曜
日
及
び
日
曜
日
の
料
金
の
合
計
額
に
４
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と

す
る
。
な
お
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
、
利
用
料
金
に
算
入
し
な
い
。

指
定
番
号40 394142434445

指
定

年
月
日

平成十五年三月二十五日

種
別

雑
誌〃〃〃〃〃〃

図
　
　
　
　
書
　
　
　
　
名

裏
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ

４
月
号

Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ
　
SpecialVolum

e.09
お
宝
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
４
月
号
増
刊

ホ
イ
ッ
プ

N
o.39

４
月
号

メ
ル
フ
レ
Ｂ
Ｏ
Ｍ
Ｂ
Ｅ
Ｒ
　

N
U
M
B
ER －023

４
月
号

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
N
o.227
４
月
号

D
r.ピ
カ
ソ

N
o.97

４
月
号

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ

N
o.141
４
月
号

号
　
　
別

雑
誌
01817－

4

雑
誌
02284－

4

雑
誌
08169－

4

雑
誌
08513－

04

雑
誌
14003－

4

雑
誌
06635－

04

雑
誌
03797－

04

発
行
所
名

㈱
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン〃〃

㈱
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
ズ

〃

㈱
バ
ウ
ハ

ウ
ス〃

指
定
理
由

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

46474849

〃〃〃〃

裏
モ
ノ
JAPAN

４
月
号

Ｄ
Ｏ
Ｓ
/Ｖ
　
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
　
Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｕ

Ｘ
Ｅ
２
０
０
３
年
４
月
１
日
発
行

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ

N
o.228
４
月
号

LAD
Y'S  CO

M
IC  タ

ブ
ー
　
N
O
.128

４
月
号

雑
誌
01805－

4

雑
誌
65974－

74

雑
誌
07679－

4

雑
誌
19673－

04

鉄
人
社

㈱
宝
島
社

㈱
英
知
出

版三
和
出
版

㈱

51 5052535455565758

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

チ
ョ
ベ
リ
グ
!!写
真
集

４
月
号

Ｔ
Ｏ
Ｐ
　
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ

vol.031
４
月
号

Ｃ
ｅ
Ｌ
ｅ
ｂ
　
girls

vol.005
ウ
ォ
ー
Ｂ
組
４
月
号
増
刊

ａ
ｐ
ｒ
ｉ
ｃ
ｏ
ｔ

VO
L.5

漫
画
ピ
ン
ク
タ
イ
ム
４
月
号
増
刊

Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
　
JAPAN
４
月
号

Ｄ
Ｘ
ビ
デ
オ
情
報

４
月
号

Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
　
ｇ
ａ
ｌ

４
月
号

ポ
プ
リ
ク
ラ
ブ

４
月
号

愛
の
体
験
Special  デ

ラ
ッ
ク
ス

４
月
号

雑
誌
68345－

64

雑
誌
06837－

04

雑
誌
11804－

04

雑
誌
18302－

4

雑
誌
07933－

4

雑
誌
06463－

04

雑
誌
01865－

04

雑
誌
13865－

4

雑
誌
11585－

4

㈱
東
京
三

世
社

㈱
サ
ン
出

版㈱
マ
ガ
ジ

ン
マ
ガ
ジ

ンマ
イ
ウ
ェ

イ
出
版
㈱

㈱
ぶ
ん
か

社㈱
永
田
社

ミ
リ
オ
ン

出
版
㈱

㈱
晋
遊
舎

㈱
竹
書
房



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

四

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

大
川
郡
引
田
町
馬
宿
515番

地
１

光
洋
精
工
株
式
会
社
　
引
田
工
場

理
事
工
場
長
　
井
出
　
信
雄

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

大
川
郡
引
田
町
馬
宿
515番

地
１

光
洋
精
工
株
式
会
社
　
引
田
工
場

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項
　

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

金
属
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
焼
入
れ
施
設

ロ
ー
タ
リ
ー
ド
ラ
ム
炉
　
180ト

ン
／
月
　
１
基

許
可
後

着
手
後
３
月

完
成
後

24時
間
連
続
運
転

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

8.0
7.5～

8.5

の
汚
染
状

態

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

50
120

170
230

40
50

10
60

1
8

0
2

年
１
回
の
定
期
全
量
入
替
え
時
に
汚
水
等
が
約
２

発
生
す

る
が
、
委
託
業
者
に
よ
る
処
理
を
行
う
。

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
式

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

処
理
前
及

び
処
理
後

項
　
　
　
　
目

排
水
処
理
施
設

神
鋼
フ
ァ
ウ
ド
ラ
ー
社
製
Ｍ
93－
014

構
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
造

鋼
鉄
製

主
　
　
　
要
　
　
　
寸
　
　
　
法

63ｍ
×
18ｍ
×
8.2ｍ

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

100
／
時

汚
水
等
の
処
理
方
式

凝
集
加
圧
浮
上
＋
砂
ろ
過

既
設

既
設

既
設

１
時
間
運
転
後
0.5時

間
停
止
、
約
24時
間
使
用

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

五

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

観
音
寺
市
高
屋
町
字
前
ノ
原
二
五
九
一
の
三

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

（
備
考
）
今
回
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
か
ら
生
じ
る
汚
水
は
、
全
量
、
産
業
廃
棄
物
と
し
て
委

託
処
理
さ
れ
る
。
ま
た
、
排
出
さ
れ
る
汚
水
等
及
び
排
出
水
の
量
の
見
直
し
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
水
量
の
減
少
が
図
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
場
か
ら
の
排
出
水
の
量
及
び
汚
濁

負
荷
量
は
、
減
少
す
る
。

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
15年
４
月
１
日
か
ら

平
成
15年
４
月
22日

ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

東
か
が
わ
市
市
民
部
市
民
生
活
課

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

36
41

30
30

37
42

25
25

18
26

15
15

20
60

14
22

0.3
0.5

0.05
0.1

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
　

19
23

3
3

1,575
1,860

1,575
1,860

排
出
水
の

汚
染
状
態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　
　
２
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

10
20

10
20

10
25

10
25

5
30

5
30

14
22

14
22

0.05
0.1

0.05
0.1

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
　

1
2

1
2

大
腸
菌
群
数

2,000
3,000

1,624

2,000
3,000

排
出
水
の
量
　
　
　
　
　

1,614
1,581

1,591

そ
の
他
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び

量
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
べ
き
事

項

降
雨
量
の
多
い
時
の
予
備
排
水
口
と
し
て
、
第
１
排
水
口
及

び
第
３
排
水
口
が
あ
る
。
ま
た
、
雨
水
専
用
排
水
口
と
し
て
、

第
４
排
水
口
が
あ
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

六

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

仲
多
度
郡
仲
南
町
大
字
塩
入
字
土
居
六
九
八
の
四
、
六
九
八
の
六
、
六
九
八
の
七
、
六
九
九
の
二

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

三
　
解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
豊
郡
大
野
原
町
大
字
丸
井
字
平
岡
一
〇
四
七
の
一
四
・
一
〇
四
七
の
一
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
〇
四
七
の
二
〇

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由
　
農
道
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
整
備
課
及
び
大
野
原
町
経
済

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
七
号

昭
和
三
十
二
年
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号
（
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
畜
舎
、

家
き
ん
舎
規
制
地
域
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

さ
ぬ
き
市
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

東
か
が
わ
市

引
田
の
う
ち
木
場
、
大
明
神
、
畑
方
、
川
向

松
原
の
う
ち
芝
居
町
、
森
町
、
新
町
、
前
場
、
松
西
、
松
東
、
新
川

三
本
松
の
う
ち
大
町
、
西
町
、
中
町
、
北
町
、
本
町
、
浜
町
、
西
浜
、
東
浜
、
大
井
戸
、
島
の
内
、
大

東
、
松
の
下

引
田
町
の
項
、
白
鳥
町
の
項
及
び
大
内
町
の
項
を
削
る
。

土
庄
町
の
項
中
「
床
の
鼻
」
を
「
床
ノ
鼻
」
に
、「
岡
の
谷
」
を
「
岡
ノ
谷
」
に
改
め
る
。

内
海
町
の
項
中
「
鴻
窪
」
を
「
鴻
ノ
窪
」
に
、「
井
出
首
」
を
「
井
手
首
」
に
、「
谷
条
」
を
「
諸
口

（
谷
条
に
限
る
。
）
」
に
、「
波
戸
上
」
を
「
波
戸
ノ
上
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
八
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
五
十
八
号
（
香
川
県
旅
館
業
営
業
施
設
の
措
置
の
基
準
等
に
関
す
る
条

例
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
表
中
「
大
川
郡
大
内
町
西
村
一

一
三
九
番
地
一
」
を
「
東
か
が
わ
市
西
村
一
一
三
九
番
地
一
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
百
九
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
の
指
定
漁
船
調
書
を
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
池
田
漁
業
協
同
組
合
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
甲
一
九
一
二
番
地
一
　
　
　
柴
田
　
伊
佐
生

小
豆
郡
池
田
町
大
字
神
ノ
浦
五
五
三
番
地
三
　
　
　
　
出
水
　
文
男

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
甲
一
九
二
四
番
地
　
　
　
　
西
口
　
岩
市

二
　
加
入
区
の
名
称

池
田
加
入
区

三
　
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

七

池
田
漁
業
協
同
組
合

●
香
川
県
告
示
第
二
百
号

昭
和
五
十
年
香
川
県
告
示
第
五
百
一
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
区
域
及
び
区
分
の
決
定
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

二
号
鶴
羽
・
津
田
区
域
（
鶴
羽
漁
業
協

同
組
合
及
び
津
田
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
船
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満
の
漁
船

二
号
東
讃
横
内
、
小
磯
区
域
（
東
讃
漁

業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
東
か
が

わ
市
横
内
及
び
小
磯
の
地
区
）

１
　
小
型
定
置
漁
業

二
号
東
讃
白
鳥
、
三
本
松
、
馬
篠
区
域

（
東
讃
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、

東
か
が
わ
市
松
原
、
湊
、
三
本
松
及
び

馬
篠
の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
機
船
船
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
、

大
型
定
置
漁
業
及
び
あ
じ
落
網
漁
業

２
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

３
　
１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満

の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

４
　
た
い
、
さ
わ
ら
桝
網
漁
業

５
　
小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
１
及
び
４
に
掲
げ
る
漁

業
以
外
の
漁
業

二
号
引
田
区
域
（
引
田
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
機
船
船
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

２
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

３
　
１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満

の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

４
　
い
わ
し
巾
着
網
漁
業

５
　
た
い
、
さ
わ
ら
桝
網
漁
業

６
　
大
型
定
置
漁
業
及
び
あ
じ
、
さ
ば
角
網
漁
業

７
　
小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
５
及
び
６
に
掲
げ
る
漁

業
以
外
の
漁
業

二
号
志
度
区
域
（
志
度
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満
の
漁
船

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

二
号
庵
治
谷
区
域
（
庵
治
漁
業
協
同
組

合
の
地
区
の
う
ち
、
谷
の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満
の
漁
船

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

二
号
庵
治
浜
区
域
（
庵
治
漁
業
協
同
組

合
の
地
区
の
う
ち
、
浜
の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満
の
漁
船

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

二
号
庵
治
才
田
区
域
（
庵
治
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
の
う
ち
、
才
田
の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
又
は
た
こ
縄
を
使

用
し
て
営
む
漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満
の
漁
船

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

二
号
鴨
庄
長
浜
等
区
域
（
鴨
庄
漁
業
協

同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
小
方
、
泊
及

び
室
沖
を
除
く
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
主
と
し
て
流
し
さ
し
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

３
　
１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満

の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

二
号
鴨
庄
室
沖
区
域
（
鴨
庄
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
の
う
ち
、
室
沖
の
地
区
）

１
　
第
二
号
漁
業
（
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁

業
を
い
う
。）

二
号
鴨
庄
小
方
、
泊
区
域
（
鴨
庄
漁
業

協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
小
方
及
び

泊
の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

二
号
小
田
区
域
（
小
田
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満
の
漁
船

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

３
　
小
型
定
置
漁
業

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

３
　
小
型
定
置
漁
業



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

八

法
第
百
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
表
を
削
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
一
号

昭
和
五
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
区
域
及
び
区
分
の
決

定
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
号

昭
和
三
十
三
年
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
号
（
道
路
法
の
規
定
に
基
づ
く
県
道
の
路
線
認
定
）
及
び
昭

和
四
十
年
香
川
県
告
示
第
五
号
（
県
道
路
線
の
変
更
及
び
縦
覧
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

第
一
　
昭
和
三
十
三
年
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

大
川
村
田
面

表
一
三
の
項
中
　
　
田
面
白
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
田
面
入
野

白
鳥
町

」

二
号
西
か
が
わ
第
二
区
域
（
西
か
が
わ

漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
豊
浜

町
の
地
区
）

１
　
小
型
定
置
漁
業

二
号
西
か
が
わ
第
一
区
域
（
西
か
が
わ

漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
大
野

原
町
及
び
観
音
寺
市
室
本
町
の
地
区
）

１
　
小
型
定
置
漁
業

二
号
仁
尾
町
区
域
（
仁
尾
町
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
）

１
　
機
船
船
び
き
網
漁
業

２
　
小
型
定
置
漁
業

二
号
箱
浦
区
域
（
箱
浦
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
主
と
し
て
ご
ち
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

３
　
１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満

の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

４
　
小
型
定
置
漁
業

二
号
福
田
区
域
（
内
海
町
漁
業
協
同
組

合
の
地
区
の
う
ち
、
内
海
町
当
浜
及
び

福
田
の
地
区
）

１
　
た
い
、
さ
わ
ら
桝
網
漁
業

２
　
小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外

の
漁
業

二
号
四
海
区
域
（
四
海
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
主
と
し
て
流
し
さ
し
網
又
は
巻
さ
し
網
を
使
用
し

て
営
む
漁
業

３
　
１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

二
号
庵
治
灘
目
区
域
（
庵
治
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
の
う
ち
、
灘
目
の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
、
流
し
さ
し
網
又

は
た
こ
縄
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満
の
漁
船

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

二
号
庵
治
王
の
下
区
域
（
庵
治
漁
業
協

同
組
合
の
地
区
の
う
ち
、
王
の
下
の
地

区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満
の
漁
船

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

二
号
観
音
寺
区
域
（
観
音
寺
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
建
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

２
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

３
　
１
及
び
２
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満

の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

４
　
機
船
船
び
き
網
漁
業

５
　
小
型
定
置
漁
業

二
号
伊
吹
区
域
（
伊
吹
漁
業
協
同
組
合

の
地
区
）

１
　
主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む

漁
業

２
　
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
一
〇
ト
ン
未
満
の
漁
船

を
使
用
し
て
営
む
漁
業

３
　
た
い
桝
網
漁
業

４
　
一
〇
ト
ン
以
上
の
漁
船
を
使
用
し
て
営
む
い
わ
し

流
し
さ
し
網
漁
業

５
　
機
船
船
び
き
網
漁
業

６
　
小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
３
に
掲
げ
る
漁
業
以
外

の
漁
業



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

九

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面

山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

東
か
が
わ
市
入
野
山

」

第
二
　
昭
和
四
十
年
香
川
県
告
示
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

津
田
町
津
田
　
　
大
内
町
三
本
松
、

表
二
の
項
中
　
　
津
田
白
鳥
引
田
線
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
津
田
白
鳥

引
田
町
引
田
　
　
白
鳥
町

」

さ
ぬ
き
市
津
田
　
東
か
が
わ
市
三
本

線
　
　
　
東
か
が
わ
市
引
　
松
、
湊

に
改
め
る
。

田
　
　
　
　
　
　

」

●
香
川
県
告
示
第
二
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
国
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
四
三
六
号

三
　
道
路
の
区
域

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
建
築
指
道
　
第
九
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
大
野
字
上
中
津
一
九
四
二
番
、
一
九
四
三
番
及
び
同
地
先

農
道
・
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
四
メ
ー
ト
ル

延
長
　
一
八
・
六
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
号

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
五
年

度
調
理
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
試
験
の
日
時

平
成
十
五
年
六
月
二
十
二
日
（
日
曜
日
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

二
　
試
験
場
所

高
松
市
番
町
三
丁
目
一
番
一
号
　
香
川
県
立
高
松
高
等
学
校

三
　
受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
者
又
は
調
理
師
法
附

則
第
三
項
に
規
定
す
る
者
で
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
営
業
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事

し
た
も
の

１
　
継
続
し
て
一
回
二
十
食
以
上
又
は
一
日
五
十
食
以
上
の
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す
る
寄
宿
舎
、

学
校
、
病
院
等
の
施
設

２
　
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
、
第
十
一
号
又

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延
　
　
　
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備
　
考

小
豆
郡
内
海
町
橘
字
恵
比
須
石
乙
六
一
番
九
地
先

か
ら

小
豆
郡
内
海
町
橘
字
恵
比
須
石
乙
七
三
番
五
地
先

ま
で

一
六
・
〇

〜
四
七
・
四

一
四
六

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
二
百
四
十

七
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

公

告



香
　
　
川
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報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

一
〇

は
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
営
業

四
　
受
験
願
書
の
受
付
期
間
等

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
月
曜
日
）
ま
で
（
受
付
時
間
は
、
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

な
お
、
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
は
、
受
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
消
印
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

を
含
む
。
）
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

五
　
受
験
願
書
の
交
付
場
所

香
川
県
東
讃
保
健
福
祉
事
務
所
、
香
川
県
西
讃
保
健
福
祉
事
務
所
、
香
川
県
中
讃
保
健
所
（
支
所
を

含
む
。
）
、
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
、
高
松
市
保
健
所
又
は
香
川
県
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
総
務
課

六
　
受
験
手
数
料

六
、
一
○
○
円

六
、
一
○
○
円
に
相
当
す
る
額
の
香
川
県
証
紙
を
受
験
願
書
に
は
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。

七
　
受
験
願
書
の
提
出
先

１
　
県
内
居
住
者
　
香
川
県
東
讃
保
健
福
祉
事
務
所
、
香
川
県
西
讃
保
健
福
祉
事
務
所
、
香
川
県
中
讃

保
健
所
（
支
所
を
含
む
。）、
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
又
は
高
松
市
保
健
所

２
　
県
外
居
住
者
　
郵
便
番
号
　
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
○
号

香
川
県
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉
総
務
課

電
話
番
号
　
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
二
七
三

八
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
五
年
七
月
四
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
香
川
県
庁
東
館
玄
関
前
掲

示
板
及
び
受
験
願
書
の
提
出
先
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、合
格
者
に
対
し
て
合
格
通
知
書
を
送
付
す
る
。

九
　
受
験
手
続
等
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
受
験
願
書
の
提
出
先
に
行
う
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
川
島
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
市
費
補
助
土
地
改

良
事
業
川
島
東
町
峰
友
北
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
三
月
十
二
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
六

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
川
島
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
市
費
補
助
土
地
改

良
事
業
由
良
町
川
西
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
三
月
十
八
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
六

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
三
月
十
四
日
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
池
土

地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

牟
礼
町

三
木
町

町
　
　
　
名

非
補
助
土
地
改
良
事
業
農
道
牟
礼
四
十
八
号
線
地
区

香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事
業
新
池
地
区

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名

役
員
の

種
　
類



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

一
一

理
　
事
　
藤
本
　
正
直
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
五
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
平
成
一
五
、
二
、
二
五

〃
　
　
　
佐
々
木
照
夫
　
高
松
市
仏
生
山
町
甲
一
八
三
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
岡
　
　
藤
夫
　
〃
　
　
出
作
町
四
四
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
橋
本
　
次
郎
　
〃
　
　
多
肥
上
町
一
一
四
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
村
　
堅
一
　
〃
　
　
仏
生
山
町
甲
二
五
八
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
上
原
　
春
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
　
乙
八
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
薮
　
俊
博
　
〃
　
　
出
作
町
二
八
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
川
　
一
男
　
〃
　
　
仏
生
山
町
甲
六
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
々
木
　
進
　
〃
　
　
多
肥
上
町
五
〇
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
武
田
　
政
利
　
〃
　
　
仏
生
山
町
甲
一
二
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
青
木
　
一
幸
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
一
七
二
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
正
木
　
義
則
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
二
三
九
一
番
地
三
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
久
保
　
一
幸
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
七
〇
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
田
　
武
義
　
〃
　
　
多
肥
上
町
三
七
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

理
　
事
　
藤
本
　
正
直
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
五
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
平
成
一
五
、
二
、
二
六

〃
　
　
　
橋
本
　
次
郎
　
高
松
市
多
肥
上
町
一
一
四
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
村
　
堅
一
　
〃
　
　
仏
生
山
町
甲
二
五
八
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
正
木
　
義
則
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
二
三
九
一
番
地
三
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
上
原
　
春
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
　
乙
八
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
々
木
照
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
一
八
三
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
岡
　
　
藤
夫
　
〃
　
　
出
作
町
四
四
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
々
木
　
進
　
〃
　
　
多
肥
上
町
五
〇
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
薮
　
俊
博
　
〃
　
　
出
作
町
二
八
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
川
　
一
男
　
〃
　
　
仏
生
山
町
甲
六
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
青
木
　
一
幸
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
一
七
二
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
久
保
　
一
幸
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
七
〇
二
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
武
田
　
政
利
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
一
二
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
田
　
武
義
　
〃
　
　
多
肥
上
町
三
七
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
小
規
模
）
平
池
・
下
池
地
区
）
計
画
を
平
成
十
五
年
三

月
二
十
四
日
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
南
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
四
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
土
器
町
西
一
丁
目
九
六
〇
及
び
九
六
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

土
地
改
良
事
業
を

行
っ
た
者
の
名
称

土
地
改
良
事
業
の
種
類

地
　
区
　
名

工
事
完
了
年
月
日

牟
礼
町

団
体
営
た
め
池
等
整
備
事
業
（
た

め
池
整
備
工
事
）

辺
路
切
池
地
区

平
成
一
五
、
一
、
三
一

役
員
の

種
　
類



平
成
十
五
年
四
月
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

（
第
九
〇
一
七
号
）

一
二

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

高
松
市
花
園
町
一
丁
目
六
番
六
号

株
式
会
社
　
赤
松
商
店

代
表
取
締
役
　
中
原
　
幸
春

●
香
川
県
公
告
第
二
百
十
八
号

香
川
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
規
則
第
二
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
香
川
県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
催
の
日
時
及
び
場
所

二
　
意
見
を
聞
こ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要

別
記
の
と
お
り

三
　
公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日
（
火
曜
日
）
ま
で

（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
に
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
及
び
職
業
を
公
述

申
出
書
（
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
丸
亀
市
都
市
計
画
課
に
備
え
置
く
。
）
に
記
載
し
て
香
川

県
土
木
部
都
市
計
画
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
の
場
合
は
、
同
日
ま
で
の

消
印
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
る
も
の
に
限
り
有
効
と
す
る
。

四
　
開
催
の
取
り
止
め

三
に
掲
げ
る
公
述
の
申
出
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
一
に
掲
げ
る
公
聴
会
の
開
催
を
取
り
止
め
る
も

の
と
す
る
。

別
記

香
川
中
央
都
市
計
画
道
路
の
変
更
素
案
の
概
要

日
　
　
　
　
　
時

場
　
　
　
　
　
所

平
成
十
五
年
五
月
九
日
（
金
曜
日
）

午
後
二
時
か
ら

丸
亀
市
大
手
町
二
―
三
―
一

丸
亀
市
役
所
別
館
五
階
会
議
室

種別

名
　
称

位
　
置

区
　
域

構
　
　
　
造

番
　
号

路
線
名
起
　
点
終
　
点

延
　
長

構造形式

幹線街路な
お
、
参
考
図
は
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
丸
亀
市
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
述
申
出
の

期
限
ま
で
閲
覧
に
供
す
る
。

都
市
計
画
道
路
中
3･2･201中

津
土
器
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

3･2･201
中
津
土

器
線

丸
亀
市

中
津
町

字
内
新

開

丸
亀
市

土
器
町

北
一
丁

目

主
　
な

経
過
地

丸
亀
市

港
町
、

富
士
見

町

約4,800m
地表式

車線の数４車線

幅員30m

地
表
式

の
区
間

に
お
け

る
鉄
道

等
と
の

交
差
の

構
造
　

幹
線
街

路
と
平

面
交
差

３
箇
所

備考変更


